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平成 24年１月 18 日

各   位

会 社 名 株式会社バンテック

代表者名 代表取締役社長   小山  彰

    （コード番号 9382 東証第１部）

問合せ先 取締役専務執行役員 岡部 則夫

  （TEL.044-233-9804）

定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年２月 16 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨

時株主総会」といいます。）に、種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項に係る定款一部変更

及び全部取得条項付普通株式（下記「Ⅰ．１．（１）変更の理由②」において定義いたします。）の取

得について付議することを決議し、併せて、本臨時株主総会と同日開催予定の当社普通株式を有する

株主様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において、全部取得条項

に係る定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。

なお、本臨時株主総会及び本種類株主総会において付議議案が原案どおり承認可決された場合には、

当社普通株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める上場廃止

基準に該当することとなりますので、当社普通株式は平成 24 年２月 16 日から平成 24年３月 18 日ま

での間、整理銘柄に指定された後、平成 24 年３月 19 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止

後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。

記

Ⅰ．定款一部変更

１．種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件その１」）

（１）変更の理由

平成 23 年 12 月 15 日付当社プレスリリース「当社を株式会社日立物流の完全子会社とする方

針の決定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が株式会社日立物流（以

下「日立物流」といいます。）の完全子会社となることは、日立物流が行った当社普通株式及

び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）以後に生じた事情に

も柔軟に対応する体制の構築ができることが見込まれ、シナジー・プロジェクトにおける広範

かつ活発なシナジー検討を背景として、今後大規模な事業の再編・再構築を行っていくことに

より、当社の既存事業のシェア及び収益の拡大へ向けた取組みの強化が可能となる上、新規事

業への取組みについても強化が可能となるほか、グループ内で共同仕入・拠点統合等を推進す

ることによるコスト削減効果も見込まれるなど、当社の中長期的な企業価値向上に資するもの

であると考えており、当社は、本臨時株主総会及び本種類株主総会において株主様のご承認を

いただくことを条件として、当社普通株式を非上場化し、当社が日立物流の完全子会社となる

ために、全部取得条項付種類株式の全部取得の制度を利用した、当社の完全子会社化のための
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一連の手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。）を実施する方針を決定いたしました。

    このような方針を踏まえ、当社は、以下の①から③の方法により、本完全子会社化手続を実

施することといたしました。

① 当社の定款の一部を変更し、定款変更案第６条の２に定める内容のＡ種種類株式（以下

「Ａ種種類株式」といいます。）を発行する旨の定めを新設し、当社を種類株式発行会社

（会社法第２条第 13 号に定義するものをいいます。以下同じです。）に変更いたします。

② 上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普通株

式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいい

ます。以下同じです。）を付す旨の定めを新設いたします（全部取得条項が付された後の

普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）。なお、全部取得条項付普

通株式の内容として、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全

部（当社が保有する自己株式を除きます。以下同じです。）を取得する場合において、全

部取得条項付普通株式１株と引換えに、Ａ種種類株式を 23,250 分の１株の割合をもって

交付する旨の定めを設けるものといたします。

③ 会社法第 171 条第１項並びに上記①及び②による変更後の当社の定款に基づき、株主総

会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得の対

価として、当社が、株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式１株と

引換えにＡ種種類株式を 23,250 分の１株の割合をもって交付いたします。なお、この際、

日立物流以外の株主の皆様に対して交付されるＡ種種類株式の数は、いずれも１株未満

の端数となる予定です。

全部取得条項付普通株式の株主様（当社を除きます。以下同じです。）に対してＡ種種類株式

を割当てた結果生じる１株未満の端数につきましては、その合計数（但し、会社法第 234 条第

１項により、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられま

す。）に相当する数のＡ種種類株式は、会社法第 234 条の定めに従ってこれを売却し、その売

却により得られた代金をその端数に応じて当該株主の皆様に交付いたします。かかる売却手続

に関し、当社は、会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、日立物流

にＡ種種類株式を売却することを予定しております。

この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり

得られた場合には、全部取得条項付普通株式の株主様が保有する全部取得条項付普通株式の数

に 233,500 円（本公開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付価格）を乗じた金額に相

当する金銭が各株主の皆様に対して交付されるような価格に設定することを予定しておりま

す。

但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合などにおいては、実

際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。

「定款一部変更の件その１」は、本完全子会社化手続のうち上記①を実施するものでありま

す。会社法上、全部取得条項の付された株式は、種類株式発行会社のみが発行できるものとさ

れていることから（会社法第 171 条第１項、第 108 条第１項第７号）、上記①は、当社普通株

式に全部取得条項を付す旨の定款変更である上記②を行う前提として、当社が種類株式発行会

社となるため、Ａ種種類株式を発行する旨の定めを新設するほか、所要の変更を行うものであ

ります。
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（２）変更の内容

  変更の内容は、次のとおりであります。なお、「定款一部変更の件その１」に係る定款変更は、

承認可決された時点で効力が生じるものといたします。

（下線部分は変更箇所を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（発行可能株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は 800,000 株

とする。

（発行可能株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は 800,000 株

とし、このうち普通株式の発行可能種類株式総数は

799,970 株、第６条の２に定める内容の株式（以下、

「Ａ種種類株式」という。）の発行可能種類株式総

数は 30 株とする。

    （新 設）

（Ａ種種類株式）

第６条の２ 当会社は、残余財産を分配するとき

は、Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種株主」

という。）またはＡ種種類株式の登録株式質権者（以

下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対し、普通

株式を有する株主（以下「普通株主」という。）ま

たは普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株

式質権者」という。）に先立ち、Ａ種種類株式１株

につき１円（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）

を支払う。Ａ種株主またはＡ種登録株式質権者に対

してＡ種残余財産分配額の金額が分配された後、普

通株主または普通登録株式質権者に対して残余財

産の分配をする場合には、Ａ種株主またはＡ種登録

株式質権者は、Ａ種種類株式１株当たり、普通株式

１株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の

分配を受ける。

    （新 設）

（種類株主総会）

第 14 条の２ 第 11 条、第 12 条及び第 14 条の規定

は、種類株主総会にこれを準用する。

（２）第 13 条第１項の規定は、会社法第 324 条第

１項の規定による種類株主総会の決議にこれを準

用する。

（３）第 13 条第２項の規定は、会社法第 324 条第

２項の規定による種類株主総会の決議にこれを準

用する。
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２．全部取得条項に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件その２」）

（１）変更の理由

「定款一部変更の件その２」は、上記「１．（１）変更の理由」でご説明いたしました本完全

子会社化手続のうち②として、「定款一部変更の件その１」に係る変更後の当社の定款の一部

をさらに変更し、当社の普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付普通株式とし、

かつ、当該全部取得条項に従い当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式１

株と引換えに、「定款一部変更の件その１」に係る定款変更に基づき新たに発行することが可

能となるＡ種種類株式を 23,250 分の１株の割合をもって交付する旨の定款の定めを新設する

ものであります。

また、「定款一部変更の件その２」の承認後、当社が変更後の定款の定めに従って株主総会の

特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合には、前記のとおり、日立物

流以外の株主の皆様に対して当社が交付するＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定

です。

（２）変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

    なお、「定款一部変更の件その２」による定款変更は、「定款一部変更の件その１」に係る定

款変更の効力が生じること、「全部取得条項付普通株式取得の件」が原案どおり承認可決され

ること及び本種類株主総会において「定款一部変更の件その２」と同内容の定款変更案に係る

議案が原案どおり承認可決されることを条件として、その効力が生じるものといたします。

    また、「定款一部変更の件その２」に係る定款変更の効力発生日は、平成 24 年３月 23 日とい

たします。

（下線部分は変更箇所を示します。）

「定款一部変更の件その１」に係る

変更後の定款

変 更 案

    （新 設）

（全部取得条項）

第６条の３ 当会社が発行する普通株式は、当会社

が株主総会の決議によってその全部を取得できる

ものとする。当会社が普通株式の全部を取得する場

合には、当会社は、普通株式の取得と引換えに、普

通株式１株につきＡ種種類株式を 23,250 分の１株

の割合をもって交付する。

Ⅱ．全部取得条項付普通株式取得の件

１．全部取得条項付普通株式の全部を取得することを必要とする理由

   「全部取得条項付普通株式取得の件」は、上記「Ⅰ．１．（１）変更の理由」でご説明いたしま

した本完全子会社化手続のうち③として、会社法第 171 条第１項並びに「定款一部変更の件その

１」及び「定款一部変更の件その２」による変更後の当社の定款に基づき、株主総会の特別決議

によって、当社が全部取得条項付普通株式の株主様から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、

当該取得と引換えに、以下に定めるとおり、「定款一部変更の件その１」に係る変更後の当社の定

款に設けられる当社Ａ種種類株式を交付するものであります。

   上記取得が承認された場合、日立物流を除く全部取得条項付普通株式の株主様に対し取得対価
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として交付されるＡ種種類株式の数は１株未満となる予定であり、具体的にはその所有する全部

取得条項付普通株式１株につき、新たに発行されるＡ種種類株式が 23,250 分の１株の割合をもっ

て交付される予定です。このように割当てられるＡ種種類株式の数が１株未満の端数となる全部

取得条項付普通株式の株主様に対しては、会社法第 234 条の規定に従って以下のとおり１株未満

の端数処理がなされ、最終的には金銭が交付されることになります。

   当社では、全部取得条項付普通株式の全部の取得が承認された場合に、全部取得条項付普通株

式の株主様に交付することとなる１株未満の端数の合計数（会社法第 234 条第１項により、その

合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数のＡ

種種類株式について、会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、日立物

流に売却することを予定しております。この場合の当社Ａ種種類株式の売却価格につきましては、

必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、全部取得条項付普通株式の株主様が保

有する全部取得条項付普通株式の数に 233,500 円（本公開買付けにおける当社普通株式１株当た

りの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に対して交付されるような価格に設

定することを予定しております。

   但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合などにおいては、実際

に交付される金額が上記の金額と異なる場合もあります。

２．全部取得条項付普通株式の取得の内容

（１）全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価及びその割当てに関する事項

   会社法第 171 条第１項並びに「定款一部変更の件その１」及び「定款一部変更の件その２」に

よる変更後の当社の定款に基づき、全部取得条項付普通株式の全部の取得と引換えに、取得日（下

記（２）において定めます。）において、別途定める基準日（取得日の前日を基準日とすることを

予定しております。）の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された全部取得条項付普通株式の株

主様に対して、その所有する全部取得条項付普通株式１株につき、当社Ａ種種類株式を 23,250

分の１株の割合をもって交付します。

（２）取得日

  平成 24年３月 23 日といたします。

（３）その他

  「全部取得条項付普通株式取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得は、「定款一部変

更の件その１」及び「定款一部変更の件その２」に係る定款変更の効力が生じること及び本種類

株主総会において「定款一部変更の件その２」と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり承

認可決されることを条件として、効力が生じるものといたします。

  なお、その他の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

Ⅲ．上場廃止について

本完全子会社化手続に係る各議案が本臨時株主総会（一部の議案については本臨時株主総会及び

本種類株主総会）において原案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、東京証券取引所

の定める上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は平成 24年２月 16 日から平

成 24 年３月 18 日までの間、整理銘柄に指定された後、平成 24 年３月 19 日をもって上場廃止とな

る予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。
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Ⅳ．本完全子会社化手続の日程の概要（予定）

本完全子会社化手続の日程の概要（予定）は以下のとおりです。

本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日設定公告 平成 23 年 12 月 16 日（金）

本臨時株主総会及び本種類株主総会の基準日 平成 23 年 12 月 31 日（土）

本臨時株主総会及び本種類株主総会の招集に関する取締役会決議 平成 24 年１月 18 日（水）

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日 平成 24 年２月 16 日（木）

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件その１」）の効力発

生日
平成 24 年２月 16 日（木）

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成 24 年２月 16 日（木）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日設定

公告
平成 24 年２月 17 日（金）

当社普通株式の売買最終日 平成 24 年３月 16 日（金）

当社普通株式の上場廃止日 平成 24 年３月 19 日（月）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日 平成 24 年３月 22 日（木）

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件その２」）の効力発

生日
平成 24 年３月 23 日（金）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付の効力発生日 平成 24 年３月 23 日（金）

以 上


